
地域福祉活動活性化事業助成金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人富山市社会福祉協議会（以下｢協議会｣という。）定款第２条第３号の規定に基づき、

誰もが住みなれた地域で安心して生きがいを持って生活できる福祉のまちづくりをすすめるため、地区・校下社会福祉

協議会に対する地域福祉活動活性化事業助成金（以下「助成金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

（対象事業） 

第２条 助成金交付の対象となる事業は次のとおりとする。 

 １ 別表に定める事業 

 ２ その他特に協議会長が認める事業 

（対象経費） 

第３条 前条の事業を実施するための経費で、次の各号に揚げる経費とする。 

 １ 講師等への謝礼及び旅費 

 ２ 会議費 

 ３ 印刷製本費 

 ４ 通信運搬費 

 ５ 機材器具等の借上料 

 ６ 消耗品費 

 ７ その他特に協議会長が必要と認める経費 

（助成金額） 

第４条 協議会長は、予算の範囲内で助成金を交付する。ただし、活動ごとの助成額は別表のとおりとする。 

（助成金交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者は、地域福祉活動活性化事業助成金交付申請書（様式第１号の１･様式第１号の

２･様式第１号の３）により、協議会長に申請する。 

（交付の決定） 

第６条 協議会長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により助成金を交付すべきも

のと認めたときは、地域福祉活動活性化事業助成金交付決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（実績報告） 

第７条 助成金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに、地域福祉活動活性化事業助成金実績報告書（様式第３号の１･

様式第３号の２･様式第３号の３）により、協議会長に対して実績を報告しなければならない。 

（助成金の返還） 

第８条 地域福祉活動活性化事業の完了に伴い、すでに交付した助成金に余剰金が生じた場合には、その全額を協議会長

に返還しなければならない。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は協議会長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２２年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

この要綱は、令和 ３年 ３月 １日から施行する。 

この要綱は、令和 ５年 ４月 １日から施行する。 

 


